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倒産法講義 民事再生法 第4a回

第4章 再生債権
1. 再生債権者の権利 ― 相殺から
2. 再生債権の届出
3. 再生債権の調査及び確定
4. 債権者集会及び債権者委員会

第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
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再生債権者の相殺権（92条）

要件： 債権届出期間の満了前に相殺適状に達して
いること。再生債権者の負う債務については、

1. 期限付でもよい。

2. 停止条件付の場合については、規定はないが、
条件不成就の利益を放棄して相殺できる（反
対説あり）。

効果： 再生債権者は、債権届出期間内に限り、再
生計画の定めるところによらないで、相殺をす
ることができる。（計画案の作成を容易にする
ために行使期間に制限がある）
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受働債権が賃料債権である場合の特則（92条
2項）

Ｙ Ｘ

再生債務者 再生債権者

賃料債権

再生債権

再生手続開始の時における賃料の6月分に相当す
る額を限度として、債権届出期間内に限り、再
生計画の定めるところによらないで、相殺をす
ることができる。
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敷金返還請求権についての特則（92条）

Ｙ Ｘ

再生債務者 賃料債権

敷金返還請求権

再生債権者

次の金額が共益債権となる（3項）
• 再生手続開始の時における賃料6ヶ月分を

上限額として、その範囲での賃料弁済額。
• 2項相殺がなされている場合には、その分

だけ上限額を削減する
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92条2項・3項の規定の趣旨

賃貸人である再生債務者が賃料を現実に収受できるように
して（キャッシュフローの確保）、事業の再生を容易にす
ること。

92条
67条・70
条

賃料債権と対立する倒産債権の手続
開始前における発生と開始後の相殺

賃料前払

賃料債権への質権設定

賃料債権の譲渡

再生手続破産手続処分等

再生手続開始後の賃料債権の開始前における処分等
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練習問題

倒産

賃料債権（月10万円）

敷金債権（賃料6月分）
賃借人

第三者

賃料3年分
の譲渡

Ｑ1 2006年3月1日に再生手続又は破産手続が開始さ
れた場合に、賃借人は敷金を回収できるか。

Ｑ2 2005年3月1日に賃料債権3年分が譲渡されてい
た場合は、どうか。

賃料支払（口座振込み）

賃貸人

Ｑ2の場合
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相殺禁止（93条）

再生債務者の支払不能

再生手続開始

2号の相殺制限

1号による相殺制限

再生債務者の支払停止 3号の相殺制限

再生手続開始等の申立 4号の相殺制限

再生債務者 再生債権者
再生債権

受働債権

認識

認識

認識
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93条1項2号の読み方

再生債務者の支払不能後に

1. 契約によって負担する債務を専ら再生債権をもって
する相殺に供する目的で再生債務者の財産の処分を
内容とする契約を再生債務者との間で締結し、

2. 又は再生債務者に対して債務を負担する者の債務を
引き受けることを内容とする契約を締結することに
より再生債務者に対して債務を負担した場合であっ
て、

当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知って
いたとき。

相殺目的の要件は、前段（1）にのみ係る。
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93条2項1号 法定の原因

再生債務者 再生債権者

受働債権

再生債権

第三者

合併

受働債権

相続、合併、事務管理、不当利得など
これらの場合には、債権者が債務者の財産的危
機を知って債権債務の対立状況を作出すること
を想定できないことが根拠となる。
このうちで、合併については、異論が強い。
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93条2項2号 危機発生を知る前に生じた原因

再生債務者
Ｙ Ｘ銀行

①’α債権

③’受働債権

第三者

β債権 ③β債権の弁済方法としての
Ｙの預金口座に振り込む

①三者間
で危機発
生前に強
い口座振
込指定の
合意

口座振込指定を
前提に貸付け②財産的危機
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2号 続

Ｙ

Ｘ
銀
行

①貸付債権

第三者

②手形振出し

⑤手形金支払

③手形金取立依頼

Ｙの危機発
生をＸが
知った後に
支払

⑤’手形金交付請求権

受働債権

銀行取引約定書
に基づく取引危機発生前に

⑦相殺

④危機発生

⑥再生手続
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93条2項の注意

危機発生

危機発生の認識

2号原因発生→相殺不可

2号原因に基づく債
務負担

2号原因発生→相殺可

2号原因発生→相殺可

危機発生

危機発生の認識

1号原因に基づ
く債務負担→
相殺可
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相殺禁止（93条の2）

再生債務者の支払不能

再生手続開始

2号の相殺制限

1号による相殺制限

再生債務者の支払停止 3号の相殺制限

再生手続開始等の申立 4号の相殺制限

再生債務者 再生債権者
再生債権

受働債権

認識

認識

認識
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2項2号の例

④再生手続開始

Ａ Ｂ

Ｃ

α債権

①β債
権

①β債権
の保証人③保証債務の履行

③求償権

②支払停止
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2項4号の例

④再生手続開始

Ａ Ｂ
①金銭債権

②支払不能

③不動産の売買契約

③’代金債権

売主買主
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再生債権の届出（94条）

届出期間 再生手続開始決定において付随処分として
定める（34条1項）

届出事項

1. 内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその
旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項。
有名義債権者が債権確定訴訟の起訴責任の転換の利
益を受けるためには、当該名義を届け出なければな
らない（規31条1項4号・3項）。

2. 別除権者は、その他に、別除権の目的財産及び予定
不足額 予定不足額相当額で議決権を行使できる
（88条）
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届出の主要な効果

他の再生債権者の届出内容に対する異議権（102条1項）、
議決権に対する異議権（170条1項）

再生計画案の作成提出権（163条2項）

債権者集会における議決権（170条2項・171条1項）

記録の閲覧謄写の権利（16条1項・2項）

再生計画認可後の計画変更申立権（187条1項）

再生計画に従って弁済を受ける権利（179条1項）

時効中断効（民152条）
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再生計画に従って弁済を受ける権利

次の場合には、届出をしていなくても、この権利は失われな
い。

再生債務者等が再生債権を自認している場合（179条1
項）

再生債務者等が再生債権の存在を知りながら自認内容
を認否書に記載しなかった場合（181条1項3号）

再生計画の付議決定前に届出をすることができなかっ
たことについて再生債権者の責めに帰すことのできな
い事由があった場合（181条1項1・2号）
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届出名義の変更（96条）

届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間
が経過した後でも、届出名義の変更を受けることが
できる。

②再生手続開始

Ａ Ｂ

Ｃ

①α債権
①α債権
の保証人③保証債務の履行

③求償権

③α債権
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再生債権の調査及び確定

再生債権の届出

裁判所による再生債権の調査（100条）

• 裁判所書記官による再生債権者表の作成（99条）

• 再生債務者による認否書の作成及び提出（101
条）

• 届出再生債権者による異議（102条1項）
• 再生債務者による異議（102条2項）
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債権調査期間

届出期間経過後に届出が追完
された債権（95条）

特別債権調査期間
（103条）

届出期間内に届け出られた債
権

一般債権調査期間
（34条1項・102
条）
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調査による確定（104条）

再生債権の調査において、

1. 再生債務者等が認め、かつ、

2. 調査期間内に届出再生債権者の異議がなかっ
たときは、

その再生債権の内容又は議決権の額は、確定する。
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確定債権の取り扱い

裁判所書記官が再生債権者表に確定した旨を記
載する。

確定した再生債権については、再生債権者表の
記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と
同一の効力を有する。
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異議等のある債権の確定手続

調査

債権届出

確定

訴訟手続
の受継

査定

査定異議
の訴え

係属中の訴訟
がない場合

係属中の訴訟
がある場合

106条

107条
109条

104条

105条

110条
111条

110条
111条

104条
3項
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債権者集会（114条以下）

招集権者 裁判所

招集の要件

1. 再生債権者の総債権について裁判所が評価し
た額の十分の一以上に当たる債権を有する再
生債権者の申立て

2. 裁判所が相当と認めるとき

集会期日への呼び出し（115条）

集会の指揮（116条）
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債権者委員会（117条以下）

関与承認（117条）

債権者委員会の意見聴取（118条）

再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務
（118条の2）

再生債務者等に対する報告命令（118条の3）
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共益債権

要件

1. 再生債権者全体の利益に資する債権が中心
（119条から120条の2） 。

2. これ以外にも共益債権とされているものが多
数ある（49条4項・39条3項など）

効果（121条）

1. 再生手続によらないで随時弁済する。

2. 再生債権に優先する

3. 共益債権に基づく強制執行と仮差押えの許容
とその制限（3項）
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一般優先債権（122条）

要件 一般の先取特権その他一般の優先権が
ある債権

効果

1. 再生手続によらないで随時弁済する。

2. 一般の再生債権に優先して弁済を受けること
ができる。これは要件から明らかであるので、
121条2項のような規定は置かれていない。

3. 優先権が一定の期間内の債権額につき存在す
る場合には、その期間は、再生手続開始の時
からさかのぼって計算する。
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共益債権と一般優先債権との区分

再生手続上の取扱いに、実際上の違いはない。

再生手続から破産手続に移行した場合には、取
り扱いに差異が生ずる

1. 共益債権 → 財団債権

2. 一般優先債権 → 優先的破産債権
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共益債権・一般優先債権への弁済不能

再生手続係属中に共益債権および一般優先債権
の弁済が不能となれば、再生計画の遂行は不能
となり、手続は廃止（途中終了）されるべきで
ある。

1. 191条1号（再生計画認可前の手続廃止）

2. 194条（再生計画認可後の手続廃止）

再生手続廃止後は、実体法上の優先関係に従っ
て弁済がなされる（一般優先債権（たとえば租
税債権）が共益債権に優先することもある）。

破産手続を開始することが望ましい。
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開始後債権（123条）

要件 再生手続開始後の原因に基づいて生じ
た財産上の請求権（共益債権、一般優先債権又
は再生債権であるものを除く）（1項）

効果

1. 他のすべての債権に後れる

2. 再生計画で定められた弁済期間中は、免除を
除く債務消滅行為が禁止される（2項） 債
権者からの相殺も不可

3. 強制執行・保全処分・財産開示手続の制限
（3項）


